
生駒市物品・委託業務入札等心得書 

第一章 総則 

 （目的） 

第１条 この心得書は、生駒市が発注する物品・委

託業務（設計業務等を除く。）に伴う競争入札（以

下「入札」という｡)に関し、地方自治法（以下「法」

という｡)、地方自治法施行令（以下「令」という｡)、

生駒市契約規則（以下「規則」という｡)その他法

令に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（入札参加資格） 

第２条 次のいずれかに該当する者は、入札の参加

資格を失い、入札に参加できないものとする。 

（１）令第１６７条の４各項各号の規定に該当する

者 

（２）破産法による破産手続開始の決定を受けてい

る者 

（３）民事再生法による再生手続開始の申立をして

いる者（再生計画の開始決定を受けている者を

除く。） 

（４）会社更生法による更生手続開始の申立てをし

ている者（更正手続開始の決定を受けている者

を除く。） 

（５）生駒市長による入札参加停止の措置を受けて

いる者 

 （用語の意義） 

第３条 この心得書において、次の各号に掲げる用

語の意義は、次のとおりとする。 

(１) 入札参加資格者とは、令第１６７条の５の２

の規定により一般競争入札に係る競争入札参加

資格の確認を得た者若しくは確認を得ようとす

る者又は令第１６７条の１２第２項の規定によ

り指名競争入札に係る指名を受けた者をいう。

(２) 入札者とは、入札書を提出又は投函する者を

いう。

(３) 代理人とは、入札参加資格者が当該入札に関

する権限を委任する相手方をいう。

(４) 代理入札とは、入札参加資格者が代理人に入

札させることをいう。

(５) 入札金額とは、入札書に記載する金額をいう。 

（６）事前説明とは、入札参加資格者に契約の条件

を示すために必要な図書を閲覧に供することを

いう。 

（７）質問回答とは、入札に関する条件及び契約の

条件に関する質疑及びこれに対する応答をいう。 

（８）入札担当職員とは、入札の事務に従事する者

をいう。 

（９）契約担当職員とは、契約の事務に従事する者

をいう。 

(10) 郵便入札とは、郵送による入札の方法をいう。 

(11) 電子入札とは、電子入札システムによる入札

の方法をいう。 

（12）本件責任者とは、代表者又は入札に関する権

限の委任を受けた者をいう。 

(13) 担当者とは、入札に関する事務を担当する者

をいう。

 （入札に関する条件） 

第４条 入札に関する条件は、令第１６７条の６第

２項の規定により、次のとおりとする。 

（１）質問回答の方法に関すること。 

（２）入札の方法に関すること。 

（３）代理入札の方法に関すること。 

（４）いかなる名称を問わず、入札の事務に関し提

出を求める書面に関すること。 

（５）いかなる方法を問わず、入札の事務に関し入

札担当職員が説明又は指示する事項 

 （契約の条件） 

第５条 契約の条件は、次のとおりとする。 

（１）契約書に定める事項 

（２）仕様書、図面及び契約の履行に関する書面（以

下「仕様書」という｡)に定める事項 

（３）契約の履行に関する質疑応答の事項 

（４）契約書の作成に関する事項 

（５）契約保証に関する事項（市長が必要と認めた

場合に限る｡) 

（６）契約の事務に関し提出を求める書面の記載事

項 

（７）いかなる方法を問わず、契約の履行に関し契

約担当職員が説明又は指示する事項 

第二章 事前説明及び質疑応答 

 （事前説明） 

第６条 事前説明の実施については、日時、場所及

び方法並びに第４条に掲げる入札に関する条件を、

入札参加資格者に書面で通知又は公告する。 

２ 指名競争入札において前項の通知書の交付にあ

たり、入札担当職員が指定する日時に交付を受け

なかった入札参加資格者は、失格とする。 

３ 事前説明の内容は、前条に掲げる契約の条件と

する。 

（質問回答） 

第７条 契約の条件又は契約の履行に関する質問は、

あらかじめ定めた日時及び方法により契約担当課

に行うものとする。 

２ 前項の質問内容は、入札参加者に通知なく、閲

覧又は生駒市公式ホームページ等の掲載により公

表することができる。 

３ 第１項の質問に対する回答は、口頭、書面、フ

ァクシミリ、電子メール、閲覧又は生駒市公式ホ

ームページ等における掲載により行うものとする。 

４ 入札の事務に関する質問回答は、入札担当課に

口頭で行うものとする。 

（入札に関する条件） 



第８条 入札に付す案件について、次に掲げる質問

回答は、行わないものとする。 

（１) 第４条に掲げる入札に関する条件を定めた方

針及びその理由 

 (２) 第５条に掲げる契約の条件を定めた方針及び

その理由 

 (３) 要旨を同じとする再度の質問 

（４）前条第１項の方法等によらない質問 

（５）入札参加資格者以外の者からなされた質問 

２ 公務の執行上、事務に支障が生じる恐れがある

ときは、質問回答を打ち切るものとする。 

 （条件の承諾） 

第９条 次に掲げる事項を承諾しない入札参加資格

者は、失格とする。 

（１）第４条に掲げる入札に関する条件 

（２）第５条に掲げる契約の条件 

（３）質問回答の日時及び方法 

（４）質問に対する回答の内容 

 

 第三章 入札者の基本 

 （入札保証金等） 

第１０条 入札参加資格者は、入札執行前に見積価

格の１００分の５以上の入札保証金の納付又は入

札保証金に代わる担保の提供をしなければならな

い。ただし、入札保証金を免除された場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項の入札保証金は、規則第４条及び第５条の

規定による。 

３ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落

札者の決定後において入札参加資格者に預り書と

引換えにこれを還付する。ただし、落札者に対し

ては、契約の締結後において還付する。 

４ 第１項の入札保証金の納付又は入札保証金に代

わる担保の提供がない入札参加資格者は、失格と

する。 

 （入札金額） 

第１１条 入札金額は、入札参加資格者が消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、消費税及び地方消費税に相

当する額を見込まない金額とする。ただし、落札

金額は、入札金額に消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

とする。 

 （入札者） 

第１２条 入札者は、入札参加資格者又は代理人で

なければならない。ただし、郵便入札及び電子入

札の場合、入札者は入札参加資格者でなければな

らない。 

２ 入札者は、入札参加資格者１者につき１名とす

る。 

３ 次に掲げる入札者は、失格とする。 

（１）１件の入札につき２以上の入札参加資格者の

ために入札を行った者 

（２）第４条に掲げる入札に関する条件に違反した

者 

 （入札書） 

第１３条 入札書は、次に掲げる事項を明らかにし

ていなければならない。 

 (１) 入札に付す件名 

 (２) 入札金額 

 (３) 入札者（代理入札の場合は代理人とする｡)の

記名 

（４）本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先(ただ

し、電子入札の場合はこの限りでない） 

２ 入札書は、封筒に入札に付す件名及び入札参加

資格者の名称を明記し封書にしなければならない。

ただし、電子入札の場合はこの限りでない。 

３ 提出又は投函を済ませた入札書は、入札金額の

書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

４ 入札書の提出又は投函をもって、入札参加資格

者は、第９条に掲げる事項について承諾したもの

とみなす。 

 （入札書の無効） 

第１４条 次のいずれかに該当する入札書は、無効

とする。 

 (１) 前条第１項各号に定める事項を欠く入札書 

 (２) 入札金額を訂正又は書換えした入札書 

 (３) 入札金額を判読しがたい入札書 

 (４) 数字又は文字の誤脱等により必要な事項を確

認できない入札書 

 (５) １件の入札につき１名の入札者よりなされた

２通以上の入札書 

 (６) 入札参加資格者及び代理人以外の者が提出又

は投函した入札書 

（７）鉛筆やシャープペンシルによって記載された

入札書 

（８）封書によらず提出又は投函された入札書（電

子入札の場合を除く） 

（９）入札書が真正なものであることが確認できな 

いとき 

(10) 郵便入札及び電子入札においては、前各号に

定めるもののほか、別に定めるものとする。 

 

 第四章 代理入札 

（代理入札）  

第１５条 代理入札の場合において入札参加資格者

は、１件の入札につき１通の委任状を作成のうえ、

入札の執行に際し当該委任状を代理人に持参させ

なければならない。 

２ 代理入札の場合において、次に掲げるときは、

失格とする。 

（１）委任状の提出がないとき 

（２）１件の入札につき２以上の入札参加資格者の



代理人になっているとき 

 （委任状） 

第１６条 代理入札に必要な委任状は、次に掲げる

事項を明らかにしなければならない。 

 (１) 入札に付す件名 

 (２) 入札参加資格者(委任者)が委任する権限 

 (３) 入札参加資格者(委任者)の記名押印又は署名 

（４）代理人(受任者)の氏名 

 （委任状の無効) 

第１７条 次のいずれかに該当する委任状は無効と

し、当該委任状を発した入札参加資格者は当該入

札の参加資格を失うものとする。 

 (１) 前条各号に定める事項を明らかにしていない

委任状 

 (２) １件の入札につき入札参加資格者が他の入札

参加資格者に対して発した委任状 

（３) １件の入札につき１名の代理人に対し２以上

の入札参加資格者が発した委任状 

 

 第五章 入札執行 

 （入札執行） 

第１８条 入札の執行にあたり、入札に関係のない

者は、入札室に立ち入ることができないものとす

る。 

２ 入札の執行にあたり、入札参加資格者又は代理

人が、遅刻又は欠席したときは失格とする。 

３ 指名競争入札の場合において入札者が１名にな

ったときは、入札を取りやめるものとする。ただ

し、一般競争入札の場合においては、この限りで

ない。 

 （落札者の決定） 

第１９条 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内

で最低の入札金額で入札した者を落札者とする。

ただし、最低制限価格制度を採用した場合は、予

定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札

金額で入札した者のうち、最低の入札金額で入札

した者を落札者とする。 

２ 落札者となるべき同価格の入札者が２名以上あ

るときは、令第１６７条の９の規定により当該入

札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 

３ 前項の場合において、くじ引きを辞退又は棄権

することはできない。この場合において、当該入

札をした者のうち、くじを引かない者があるとき

は、これに代わり入札の事務に関係のない職員に

くじを引かせるものとする。 

４ 落札者を決定した場合は、直ちに落札金額及び

落札者名を発表する。 

５ 落札者がない場合は、再度の公告又は指名替の

うえ、後日改めて入札を行う。ただし、市長が必

要と認める場合は、随意契約ができるものとする。 

 （入札辞退） 

第２０条 入札者が入札を辞退しようとするときは、

入札を辞退する旨を書面で表し、これを入札担当

職員に提出するものとする。 

 （再度入札） 

第２１条 開札をした場合において、各入札者の入

札金額のうち予定価格に達した価格の入札がない

ときは、直ちに再度の入札を行う。 

２ 再度の入札に際しては、前回の最低入札金額を

発表する。なお、再度の入札金額が前回の最低入

札金額以上の価格で入札した者の入札は無効とす

る。 

３ 最低制限価格制度を採用した場合の再度の入札

者は、最低制限価格以上の価格で入札した者とす

る。 

 （再々度入札） 

第２２条 再度の入札に付したにもかかわらず、落

札者がない場合は、直ちに再々度の入札を行う。 

２ 前項の再々度の入札は、前条第２項及び第３項

の規定による。 

３ 再々度の入札に付したにもかかわらず、落札者

がない場合は、再度の公告又は指名替のうえ、後

日改めて入札を行う。ただし、市長が必要と認め

る場合は、随意契約ができるものとする。 

 （１回の入札） 

第２３条 あらかじめ入札回数を１回としている場

合にあっては、第２１条及び第２２条の規定を適

用しないものとする。     

 

 第六章 公正な入札の確保 

 （入札談合及び入札妨害） 

第２４条 入札参加資格者及びその関係者は、次に

掲げる行為をしてはならない。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律第３条又は第８条第１項第１号の規定に違

反する行為 

（２）刑法第９６条の３第１項又は第２項の規定に

抵触する行為 

 （入札執行の取り止め） 

第２５条 前条各号に掲げる行為があると疑いに足

りる事実があるとき、又は当該行為に関する情報

があるときは、入札参加資格者に通知せずして、

次に掲げる措置を講じるものとする。 

（１）公正取引委員会又は捜査機関に通報し、関係

する書面を送付すること。 

（２）入札及び契約を延期又は取り止めること。 

（３）落札の決定及び契約を無効にすること。 

（４）くじにより入札参加資格者を制限すること。 

 （くじによる制限） 

第２６条 前条第４号のくじは、入札の案件ごとに

行うものとする。 

２ 入札者は、前項のくじを辞退することはできな

いものとする。 

３ くじにあたり、第９条、第１０条、第１３条、



第１５条、第１６条及び第１７条の規定を準用す

る。 

 

 第七章 契約 

（契約保証金等） 

第２７条  落札者は、落札決定後すみやかに契約保

証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしなけ

ればならない。ただし、契約保証金を免除された

場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金は、規則第２１条、第２２条

及び第２３条の規定による。 

 （契約書等） 

第２８条 契約書の作成及び提出は、規則第１９条、

第１９条の２、第１９条の３及び第２０条の規定

による。 

 

 第八章 その他 

（郵便入札に関する事項） 

第２９条 郵便入札の場合において、第１５条、第

１６条、第１７条、第２１条及び第２２条の規定

は適用しない。 

２ この心得書に定めるもののほか、郵便入札に関

して必要な事項は別に定める。 

 （電子入札に関する事項） 

第３０条 この心得書に定めるもののほか、電子入

札に関して必要な事項は別に定める。 

（異議の申立て） 

第３１条  入札参加資格者及び代理人は、入札後に

おいて、入札に関する条件及び契約の条件並びに

この心得書について、不知又は不明を理由として

異議を申立てることができないものとする。 

 （無効又は失格） 

第３２条 事前説明、質疑応答、入札及び契約にあ

たり、次に掲げる事項に違反する場合においては、

無効又は失格とする。 

（１）法、令、条例及び規則並びにこの心得書に定

める事項 

（２）契約書に定める事項 

（３）第４条に掲げる入札に関する条件 

（４）第５条に掲げる契約の条件 

（５）入札担当職員又は契約担当職員が指示する事

項 

２ 前項の無効又は失格は、令第１６７条の４第２

項の規定を準用し、３年間を限度に入札に参加さ

せないことができる。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この心得書は、平成２３年７月１日から施行す

る。 

 （生駒市入札心得書の廃止） 

２ 生駒市入札心得書は、廃止する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この心得書は、平成２５年７月１日から適用す

る。 

２ 改正後の心得書の規定は、平成２５年７月１日

以後に入札公告を行う案件について適用し、同日

前に入札公告を行った案件については、なお従前

の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この心得書は、平成２７年１月１日から適用す

る。 

２ 改正後の心得書の規定は、平成２７年１月１日

以後に入札公告を行う案件について適用し、同日

前に入札公告を行った案件については、なお従前

の例による。 

（施行期日） 

１ この心得書は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の心得書の規定は、令和４年４月５日以

後に入札公告を行う案件について適用し、同日前

に入札公告を行った案件については、なお従前の

例による。 


